
   個人契約の住宅補助制度 
 

職員本人が契約している賃貸物件に対しては、住居手当

（最高28,500円）を支給します。 

✿適  用⇒ 職員が個人で契約している物件 

       （家族と同居していても職員名義なら可） 

    ●既に賃貸物件に居住している場合、および新たに 

     賃貸を始める場合ともに対象となります。 

    ●持ち家に対する補助制度もあります。（賃貸物件と 

     手当の金額は異なります。） 

  

   看護職員用宿舎（独身寮） 
 

「レジデンス宮代」（病院敷地内、徒歩2分） 

✿室  数⇒ 宿舎全体で約92室（全室1Ｋ） 

 ※希望者多数の場合には、新卒の地方出身の方を 

  優先し、入居を決定します。 

✿入居期間⇒ ３年間（最長） 

✿家  賃⇒ 南向 58,000円／月（共益費込み） 

       北向 53,000円／月（共益費込み） 

✿設  備⇒ エレベータ・宅配ボックス・ 

        インターネット対応・オートロック 

        バス・トイレ別・室内洗濯機置場 

 



     借上社宅制度 
 
 

 当センター指定の仲介業者が紹介する物件の中から職員 

 本人が選んだ物件を当センターが賃貸契約し、一定額を 

 補助のうえ貸与する社宅制度。 

  ✿選ぶ物件の主な要件⇒①賃料10万円以上の物件 

               ②通勤時間45分圏内 

   ★契約更新は2年ごとで、期間上限は12年。 

    2年間の契約期間の途中で退去する場合、礼金・更新料等を 

    返還していただきます。   

 

【12万円の借上げ社宅の場合の住居年数と補助額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当センター補助分 

自己負担分 

採用～4年 5年～8年 9年～12年 12年以降 

5万円 4万円 3万円 

7万円 8万円 7万円 
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